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まえがき

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本内燃機関連合会（JICEF）／財団法人日

本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標

準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO 8528-9:1995，Reciprocating internal

combustion engine driven alternating current generating sets―Part 9: Measurement and evaluation of mechanical

vibrations を基礎として用いた。

JIS B 8009-9:2002 には，次に示す附属書がある。

附属書 A（参考）典型的な発電装置の形態

附属書 B（参考）発電装置の振動評価に関する注意事項

附属書 C（参考）振動の測定値の評価

附属書 D（参考）測定報告書

附属書 E（参考）関連規格

附属書 1（参考）JIS と対応する国際規格との対比表

JIS B 8009 の規格群には，次に示す部編成がある。

JIS B 8009-1 第 1 部：用途，定格及び性能

JIS B 8009-2 第 2 部：機関

JIS B 8009-5 第 5 部：発電装置

JIS B 8009-6 第 6 部：試験方法

JIS B 8009-7 第 7 部：仕様書及び設計のための技術情報

JIS B 8009-9 第 9 部：機械振動の測定及び評価

JIS B 8009-10 第 10 部：空気音の測定方法

JIS B 8009-12 第 12 部：非常用発電装置

なお，原国際規格 ISO 8528 は，更に次の部によって構成される。

　　－Part 3 ：Alternating current generators for generating sets

　　－Part 4 ：Controlgear and switchgear

　　－Part 8 ：Requirements and tests for low-power generating sets
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往復動内燃機関駆動発電装置－

第 9 部：機械振動の測定及び評価

Reciprocating internal combustion engine
driven alternating current generating sets－

Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations

序文　この規格は，1995 年に第 1 版として発行された ISO 8528-9:1995，Reciprocating internal combustion

engine driven alternating current generating sets－Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations を

翻訳し，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて，附属書 1（参考）に示す。

1. 適用範囲　この規格は，発電装置の規定された測定点での機械的振動の測定及び評価を行う手順につ

いて規定する。

この規格は，陸上及び海上用途の往復動内燃機関によって駆動する交流発電装置に適用する。ただし，

航空機で使用する発電装置並びに陸上走行車両及び機関車の推進走行のために使用する発電装置には適用

しない。

固定支持及び／又は弾性支持で搭載された定置式又は移動式往復動内燃機関駆動交流発電装置に適用さ

れる。

幾つかの特殊な用途（例えば，主要な病院用電源，高層ビルなど）では，追加要件が必要になることも

ある。この規格の規定事項は，その基本事項である。

その他の往復動形の原動機（例えば，消化ガスを燃料とする機関，蒸気機関など）によって駆動する発

電装置でも，この規格の規定事項は，その基本事項である。

機関と発電機との組合せには幾つかの形態がある。典型的な発電装置の形態については，附属書 A に示

す。

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide21 に基づき，IDT（一致している），MOD（修

正している），NEQ（同等でない）とする。

ISO 8528-9:1995，Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets

－Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations (IDT)

2. 引用規格　次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで，発行年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこの規格を構成する


